
様式第２号（第４条第１項関係） 

会 議 結 果 概 要 

会 議 の 名 称 令和７年度第２回古河市社会教育委員会議 

開 催 日 時 令和８年３月 23日（月） 午後３時 00分～午後４時 00分 

開 催 場 所 古河市役所 古河庁舎２階 特別会議室 

出 席 者 

委員（11人）山下委員、齋藤委員、加藤委員、小倉委員、並木委員、 

岡田委員、假屋委員、三村委員、大谷委員、岡野委員、 

金田委員 

事務局（13 人） 

生涯学習課 浜口課長、安喰補佐、因泥補佐、遠藤主幹 

文化振興課 宇都木副部長兼課長、小川補佐、粕田館長(古河歴史博物館)、 

秋澤館長(古河文学館) 

社会教育施設課 島田課長、植野補佐、鳥羽係長(三和図書館) 

スポーツ振興課 森谷課長、横塚補佐 

議     題 
１ 令和７年度社会教育事業報告について 

２ その他 

審 議 の 内 容 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 教育長あいさつ 

吉田教育長欠席のため、宇都木副部長が代理であいさつ 

４ 議事 

令和７年度社会教育事業報告について（各課より報告） 

(1) 生涯学習課 

(2) 文化振興課 

(3) 社会教育施設課 

(4) スポーツ振興課 

【質疑】 

Ｑ.岡田委員…15 ページ下部の指定文化財の維持管理について、市内

には「文化財の指定にならないが、文化的価値のある物」

が存在する。そういった物の扱いはどうなるのか？ま

た、長谷観音の西側歩道沿いにある案内看板が朽ち果て

てしまっている。どうにかならないか？同様に雀神社の

案内看板も劣化していたが、氏子らが中心となって修繕

したと聞いている。 

Ａ.小川補佐…文化財の指定については、古河市文化財保護審議会が教

育委員会からの諮問を受けて審議することとなってい

る。様々な物が候補にでてくるので、順々に協議を行

っている状態である。市指定文化財となるかは、審議



会にかけてみないとわからない。 

長谷観音西側の案内看板は、経緯は不明だが、県が行

っていた事業であり、それを長谷観音が寄贈を受けた

と聞いている。市の管理物件でないため対応は難しい。 

Ａ.宇都木副部長…案内看板については、雀神社の事例を長谷観音に伝

えるなどして対応を考えたい。また、貴重な文化財

と思われる物の保存・継承については、文化財保護

係も含め、今後を見据えてやっていきたい。まずは

状況を整理して、良いタイミングがあれば報告した

い。 

Ｑ.並木委員…43 ページ、ゴルフ場管理運営事業について、ゴルフリ

ンクスに行くと、イノシシが５～６頭出てくる。こうい

ったイノシシがどこへ行ったのか、また、イノシシ対策

をどのように行っているのか、わかる範囲で教えてもら

いたい。 

Ａ.森谷課長…イノシシの行き先は分からない。ゴルフリンクスではイ

ノシシ対策として電気柵を設置している。電気柵設置

以前から比べると、イノシシの侵入は大幅に防げてい

ると職員から報告を受けている。 

５ その他 

(1) 社会教育委員視察研修について(報告) 

６ 各課から連絡 

生涯学習課…人権啓発リーフレット№35について 

文化振興課…(古河文学館)来年度の企画展、鷹見久太郎展について 

社会教育施設課…公民館の管理制度について 

社会教育施設課の移転について 

スポーツ振興課…なし 

７ 閉会 

問 合 せ 先 

（事務局） 

古河市教育委員会 教育部 生涯学習課 生涯学習係 

℡：0280-22-5111（内線 2109） 

備     考  


